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一
　
概
説 

 
 

１
　
附
属
書
Ⅵ
の
成
立
経
緯 

 
 

　
南
極
条
約
は
、
昭
和
三
十
四
年
（
千
九
百
五
十
九
年
）
に
我
が
国
、
米
国
、
英
国
、
フ
ラ
ン
ス
、
ソ
連
（
当
時
）
等
十
二
箇
国
に
よ
り
採
択
さ
れ
、
昭

(1)
和
三
十
六
年
（
千
九
百
六
十
一
年
）
に
発
効
し
た
。
締
約
国
数
は
、
令
和
八
年
（
二
千
二
十
六
年
）
二
月
一
日
現
在
、
五
十
八
箇
国
で
あ
る
（
我
が
国

は
、
原
署
名
国
で
あ
り
、
昭
和
三
十
五
年
（
千
九
百
六
十
年
）
に
批
准
し
た
。
）
。
同
条
約
は
、
南
極
条
約
地
域
の
平
和
的
目
的
で
の
利
用
（
第
一

条
）
、
科
学
的
調
査
の
自
由
及
び
そ
の
た
め
の
国
際
協
力
の
促
進
（
第
二
条
及
び
第
三
条
）
、
領
土
権
の
主
張
の
凍
結
（
第
四
条
）
、
査
察
制
度
（
第
七

条
）
等
を
規
定
す
る
。
締
約
国
の
う
ち
、
南
極
条
約
地
域
に
基
地
を
設
置
す
る
等
、
科
学
的
調
査
活
動
を
積
極
的
に
実
施
し
て
き
て
い
る
国
（
我
が
国
を

含
む
二
十
九
箇
国
）
は
、
南
極
条
約
協
議
国
と
称
さ
れ
、
同
条
約
に
基
づ
き
定
期
的
に
南
極
条
約
協
議
国
会
議
（
以
下
「
協
議
国
会
議
」
と
い
う
。
）
を

開
催
し
て
い
る
。 

 
 

　
南
極
条
約
を
補
足
す
る
も
の
と
し
て
、
南
極
の
環
境
及
び
生
態
系
を
包
括
的
に
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
環
境
保
護
に
関
す
る
南
極
条
約
議
定
書

(2)
（
以
下
「
議
定
書
」
と
い
う
。
）
が
、
平
成
三
年
（
千
九
百
九
十
一
年
）
に
特
別
協
議
国
会
議
で
採
択
さ
れ
、
平
成
十
年
（
千
九
百
九
十
八
年
）
に
発
効

し
た
。
締
約
国
数
は
、
令
和
八
年
（
二
千
二
十
六
年
）
二
月
一
日
現
在
、
四
十
二
箇
国
で
あ
る
。
我
が
国
は
、
平
成
九
年
（
千
九
百
九
十
七
年
）
に
議
定

書
を
締
結
し
た
。 

　

　
議
定
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
も
の
と
し
て
六
の
附
属
書
が
採
択
さ
れ
て
い
る
が
、
う
ち
五
の
附
属
書
は
、
発
効
済
み
で
あ
る
。

（3）
附
属
書
Ⅰ
（
環
境
影
響
評
価
）
、
附
属
書
Ⅱ
（
南
極
の
動
物
相
及
び
植
物
相
の
保
存
）
、
附
属
書
Ⅲ
（
廃
棄
物
の
処
分
及
び
廃
棄
物
の
管
理
）
及
び
附
属

書
Ⅳ
（
海
洋
汚
染
の
防
止
）
は
、
平
成
三
年
（
千
九
百
九
十
一
年
）
に
特
別
協
議
国
会
議
で
議
定
書
と
と
も
に
採
択
さ
れ
、
平
成
十
年
（
千
九
百
九
十
八

年
）
に
発
効
し
た
。
附
属
書
Ⅴ
（
地
区
の
保
護
及
び
管
理
）
は
、
平
成
三
年
（
千
九
百
九
十
一
年
）
の
第
十
六
回
協
議
国
会
議
で
別
途
採
択
さ
れ
、
平
成

十
四
年
（
二
千
二
年
）
に
発
効
し
た
。 

　

　
附
属
書
Ⅵ
は
、
議
定
書
に
お
い
て
、
締
約
国
が
南
極
条
約
地
域
に
お
い
て
実
施
す
る
活
動
か
ら
生
ず
る
損
害
に
つ
い
て
の
責
任
に
関
す
る
規
則
及
び
手

（4）
続
を
作
成
し
議
定
書
の
附
属
書
に
含
め
る
旨
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
受
け
、
平
成
十
七
年
（
二
千
五
年
）
に
第
二
十
八
回
協
議
国
会
議
で
採
択
さ
れ

た
。
こ
の
附
属
書
は
、
南
極
条
約
地
域
に
お
け
る
環
境
上
の
緊
急
事
態
（
偶
然
の
事
故
で
あ
っ
て
、
南
極
の
環
境
に
対
し
て
重
大
か
つ
有
害
な
影
響
を
及



二

ぼ
し
、
又
は
及
ぼ
す
急
迫
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
。
具
体
的
に
は
、
船
舶
の
座
礁
に
伴
う
燃
料
油
の
流
出
等
を
想
定
）
の
防
止
措
置
、
環
境
上
の
緊
急

事
態
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応
措
置
、
対
応
措
置
の
費
用
の
支
払
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。 

 
 

　
こ
の
附
属
書
は
、
採
択
の
日
の
時
点
で
南
極
条
約
協
議
国
で
あ
っ
た
二
十
八
箇
国
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
時
に
効
力
を
生
ず
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、

（5）
我
が
国
を
含
む
九
箇
国
が
未
承
認
で
あ
る
た
め
、
令
和
八
年
（
二
千
二
十
六
年
）
二
月
一
日
現
在
、
未
発
効
で
あ
る
。 

　
２
　
附
属
書
Ⅵ
締
結
の
意
義 

 
 
 
 

こ
の
附
属
書
は
、
主
宰
者
（
南
極
条
約
地
域
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
活
動
を
組
織
す
る
自
然
人
又
は
法
人
）
（
政
府
で
あ
る
か
非
政
府
で
あ
る
か
を
問
わ

な
い
。
）
が
南
極
条
約
地
域
で
の
活
動
中
に
環
境
上
の
緊
急
事
態
を
引
き
起
こ
し
た
場
合
に
、
当
該
主
宰
者
の
締
約
国
が
当
該
主
宰
者
に
対
し
迅
速
か
つ
効

果
的
な
対
応
措
置
を
と
る
よ
う
求
め
る
こ
と
を
義
務
化
し
、
ま
た
、
主
宰
者
が
対
応
措
置
を
と
ら
ず
、
か
つ
、
当
該
主
宰
者
の
締
約
国
又
は
こ
の
附
属
書
の

他
の
締
約
国
が
対
応
措
置
を
代
行
し
た
場
合
に
お
け
る
費
用
の
償
還
に
係
る
責
任
を
明
確
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
附
属
書
は
、
環
境
上
の
緊
急
事
態
の

予
防
を
喚
起
す
る
と
と
も
に
、
万
一
環
境
上
の
緊
急
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
も
、
速
や
か
に
対
応
措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

お
り
、
南
極
条
約
地
域
の
環
境
へ
の
影
響
を
最
小
限
に
抑
え
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
意
義
を
有
す
る
。
　
　
　
　
　 

 
 
 
 

我
が
国
は
、
毎
年
、
南
極
地
域
観
測
隊
を
派
遣
し
、
昭
和
基
地
等
を
拠
点
に
南
極
地
域
観
測
事
業
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
我
が
国
の
基
地
周
辺
で
他

国
の
主
宰
者
の
活
動
か
ら
生
ず
る
環
境
上
の
緊
急
事
態
が
発
生
し
、
又
は
我
が
国
の
南
極
地
域
観
測
隊
が
派
遣
の
途
次
で
他
国
の
主
宰
者
の
活
動
か
ら
生
ず

る
環
境
上
の
緊
急
事
態
に
遭
遇
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
場
で
必
要
な
対
応
措
置
を
と
る
こ
と
と
な
る
可
能
性
は
排
除
さ
れ
な
い
。
こ
の
附
属
書
は
、
仮
に
我

が
国
の
南
極
地
域
観
測
隊
が
当
該
対
応
措
置
を
と
っ
た
場
合
に
お
け
る
費
用
の
請
求
権
の
確
保
に
資
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
 

３
　
附
属
書
Ⅵ
の
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務 

 
 
 
 
 
 

こ
の
附
属
書
の
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
主
要
な
義
務
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

　
我
が
国
の
主
宰
者
に
対
し
、
環
境
上
の
緊
急
事
態
の
危
険
及
び
こ
れ
が
及
ぼ
す
可
能
性
の
あ
る
悪
影
響
を
削
減
す
る
た
め
の
合
理
的
な
防
止
措
置
を
と

(1)
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
こ
と
。 

 
 

　
我
が
国
の
主
宰
者
に
対
し
、
南
極
の
環
境
又
は
こ
れ
に
依
存
し
及
び
関
連
す
る
生
態
系
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
事
件
に
対
応
す
る
た
め
の

(2)
緊
急
時
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
こ
と
。 



三

ぼ
し
、
又
は
及
ぼ
す
急
迫
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
。
具
体
的
に
は
、
船
舶
の
座
礁
に
伴
う
燃
料
油
の
流
出
等
を
想
定
）
の
防
止
措
置
、
環
境
上
の
緊
急

事
態
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応
措
置
、
対
応
措
置
の
費
用
の
支
払
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。 

 
 

　
こ
の
附
属
書
は
、
採
択
の
日
の
時
点
で
南
極
条
約
協
議
国
で
あ
っ
た
二
十
八
箇
国
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
時
に
効
力
を
生
ず
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、

（5）
我
が
国
を
含
む
九
箇
国
が
未
承
認
で
あ
る
た
め
、
令
和
八
年
（
二
千
二
十
六
年
）
二
月
一
日
現
在
、
未
発
効
で
あ
る
。 

　
２
　
附
属
書
Ⅵ
締
結
の
意
義 

 
 
 
 

こ
の
附
属
書
は
、
主
宰
者
（
南
極
条
約
地
域
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
活
動
を
組
織
す
る
自
然
人
又
は
法
人
）
（
政
府
で
あ
る
か
非
政
府
で
あ
る
か
を
問
わ

な
い
。
）
が
南
極
条
約
地
域
で
の
活
動
中
に
環
境
上
の
緊
急
事
態
を
引
き
起
こ
し
た
場
合
に
、
当
該
主
宰
者
の
締
約
国
が
当
該
主
宰
者
に
対
し
迅
速
か
つ
効

果
的
な
対
応
措
置
を
と
る
よ
う
求
め
る
こ
と
を
義
務
化
し
、
ま
た
、
主
宰
者
が
対
応
措
置
を
と
ら
ず
、
か
つ
、
当
該
主
宰
者
の
締
約
国
又
は
こ
の
附
属
書
の

他
の
締
約
国
が
対
応
措
置
を
代
行
し
た
場
合
に
お
け
る
費
用
の
償
還
に
係
る
責
任
を
明
確
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
附
属
書
は
、
環
境
上
の
緊
急
事
態
の

予
防
を
喚
起
す
る
と
と
も
に
、
万
一
環
境
上
の
緊
急
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
も
、
速
や
か
に
対
応
措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

お
り
、
南
極
条
約
地
域
の
環
境
へ
の
影
響
を
最
小
限
に
抑
え
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
意
義
を
有
す
る
。
　
　
　
　
　 

 
 
 
 

我
が
国
は
、
毎
年
、
南
極
地
域
観
測
隊
を
派
遣
し
、
昭
和
基
地
等
を
拠
点
に
南
極
地
域
観
測
事
業
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
我
が
国
の
基
地
周
辺
で
他

国
の
主
宰
者
の
活
動
か
ら
生
ず
る
環
境
上
の
緊
急
事
態
が
発
生
し
、
又
は
我
が
国
の
南
極
地
域
観
測
隊
が
派
遣
の
途
次
で
他
国
の
主
宰
者
の
活
動
か
ら
生
ず

る
環
境
上
の
緊
急
事
態
に
遭
遇
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
場
で
必
要
な
対
応
措
置
を
と
る
こ
と
と
な
る
可
能
性
は
排
除
さ
れ
な
い
。
こ
の
附
属
書
は
、
仮
に
我

が
国
の
南
極
地
域
観
測
隊
が
当
該
対
応
措
置
を
と
っ
た
場
合
に
お
け
る
費
用
の
請
求
権
の
確
保
に
資
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
 

３
　
附
属
書
Ⅵ
の
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務 

 
 
 
 
 
 

こ
の
附
属
書
の
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
主
要
な
義
務
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

　
我
が
国
の
主
宰
者
に
対
し
、
環
境
上
の
緊
急
事
態
の
危
険
及
び
こ
れ
が
及
ぼ
す
可
能
性
の
あ
る
悪
影
響
を
削
減
す
る
た
め
の
合
理
的
な
防
止
措
置
を
と

(1)
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
こ
と
。 

 
 

　
我
が
国
の
主
宰
者
に
対
し
、
南
極
の
環
境
又
は
こ
れ
に
依
存
し
及
び
関
連
す
る
生
態
系
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
事
件
に
対
応
す
る
た
め
の

(2)
緊
急
時
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
こ
と
。 

 
 

　
我
が
国
の
主
宰
者
に
対
し
、
当
該
主
宰
者
の
活
動
か
ら
生
ず
る
環
境
上
の
緊
急
事
態
に
対
し
迅
速
か
つ
効
果
的
な
対
応
措
置
を
と
る
こ
と
を
義
務
付
け

（3）
る
こ
と
。 

 
 

　
環
境
上
の
緊
急
事
態
を
引
き
起
こ
し
た
我
が
国
の
主
宰
者
が
迅
速
か
つ
効
果
的
な
対
応
措
置
を
と
ら
ず
、
い
ず
れ
か
の
締
約
国
が
対
応
措
置
を
と
っ
た

（4）
場
合
に
は
、
当
該
主
宰
者
に
対
し
、
当
該
対
応
措
置
の
費
用
の
支
払
を
義
務
付
け
る
こ
と
。 

 
 

　
国
の
機
関
で
あ
る
主
宰
者
が
、
自
ら
迅
速
か
つ
効
果
的
な
対
応
措
置
を
と
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
と
ら
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
い
ず
れ
の
締
約
国
も

（5）
対
応
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
南
極
条
約
の
事
務
局
が
維
持
し
、
及
び
管
理
す
る
基
金
に
対
し
、
と
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
対
応
措
置
の
費
用
を

支
払
う
こ
と
。 

 
 

　
国
の
機
関
で
な
い
主
宰
者
が
、
自
ら
迅
速
か
つ
効
果
的
な
対
応
措
置
を
と
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
と
ら
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
い
ず
れ
の
締
約
国
も

(6)
対
応
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
南
極
条
約
の
事
務
局
が
維
持
し
、
及
び
管
理
す
る
基
金
に
対
し
、
直
接
又
は
締
約
国
を
通
じ
て
、
と
ら
れ
る
べ
き

で
あ
っ
た
対
応
措
置
の
費
用
を
可
能
な
限
り
反
映
し
た
金
額
を
支
払
う
こ
と
を
義
務
付
け
る
こ
と
。 

 
 

 
 

我
が
国
の
主
宰
者
が

か
ら

ま
で
の
責
任
に
対
応
す
る
た
め
、
適
切
な
保
険
そ
の
他
の
金
銭
上
の
保
証
（
銀
行
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
金
融
機
関
の

(7)

（4）

(6)

保
証
等
）
を
維
持
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
こ
と
。 

 
 

４
　
早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由 

 
 
 
 

こ
の
附
属
書
は
、
南
極
条
約
に
よ
り
領
土
権
の
主
張
が
凍
結
さ
れ
、
国
際
法
上
確
立
し
た
領
土
権
が
存
在
し
な
い
南
極
大
陸
及
び
周
辺
海
域
に
お
け
る
環

境
被
害
の
防
止
及
び
環
境
上
の
緊
急
事
態
が
生
じ
た
場
合
の
実
効
的
な
対
応
が
可
能
と
な
る
よ
う
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
近
年
、
観
光
目
的
に
よ

る
南
極
大
陸
の
訪
問
者
及
び
周
辺
海
域
に
お
け
る
船
舶
の
航
行
が
急
増
し
、
南
極
条
約
地
域
の
環
境
に
重
大
な
影
響
を
与
え
得
る
事
故
が
発
生
す
る
リ
ス
ク

が
高
ま
っ
て
い
る
中
、
こ
の
附
属
書
の
早
期
発
効
は
、
国
際
社
会
に
お
け
る
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
我
が
国
と
し
て
も
、
こ
の
附
属
書
の
締
結
を
行

い
、
そ
の
発
効
に
向
け
て
貢
献
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

　
　
ま
た
、
我
が
国
は
、
過
去
六
十
年
以
上
に
わ
た
り
毎
年
、
南
極
地
域
観
測
隊
を
派
遣
し
、
南
極
条
約
協
議
国
と
し
て
一
貫
し
て
南
極
条
約
体
制
の
維
持
・

発
展
に
貢
献
し
て
お
り
、
令
和
八
年
（
二
千
二
十
六
年
）
五
月
に
広
島
市
に
お
い
て
三
十
二
年
ぶ
り
に
協
議
国
会
議
を
主
催
す
る
予
定
で
あ
る
。
責
任
あ
る

南
極
条
約
協
議
国
及
び
原
署
名
国
と
し
て
南
極
条
約
体
制
を
重
視
す
る
姿
勢
を
改
め
て
示
す
と
と
も
に
、
過
去
の
協
議
国
会
議
で
採
択
済
み
の
法
的
文
書
の



四

発
効
に
向
け
た
他
の
南
極
条
約
協
議
国
の
対
応
を
促
す
た
め
、
同
会
議
ま
で
に
こ
の
附
属
書
の
締
結
の
目
途
を
立
て
る
必
要
が
あ
る
。 

 
 

５
　
我
が
国
が
行
う
適
用
の
除
外 

 
 
 
 

我
が
国
は
、
こ
の
附
属
書
に
つ
い
て
適
用
の
除
外
を
設
け
る
予
定
は
な
い
。 

二
　
附
属
書
Ⅵ
の
内
容 

 
 
 
 

こ
の
附
属
書
は
、
前
文
及
び
本
文
十
三
箇
条
か
ら
成
り
、
そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

１ 
 

適
用
範
囲
（
第
一
条
） 

 
 

こ
の
附
属
書
は
、
南
極
条
約
地
域
に
お
け
る
科
学
的
調
査
の
計
画
、
観
光
そ
の
他
政
府
及
び
非
政
府
の
全
て
の
活
動
で
あ
っ
て
、
南
極
条
約
の
規
定
に
従

い
事
前
の
通
告
を
必
要
と
す
る
も
の
（
関
連
す
る
後
方
支
援
活
動
を
含
む
。
）
に
関
す
る
南
極
条
約
地
域
に
お
け
る
環
境
上
の
緊
急
事
態
に
つ
い
て
適
用
す

る
。
こ
の
附
属
書
は
、
南
極
条
約
地
域
に
入
る
全
て
の
観
光
船
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

２
　
定
義
（
第
二
条
） 

　
　
「
環
境
上
の
緊
急
事
態
」
、
「
主
宰
者
」
、
「
対
応
措
置
」
等
の
定
義
を
定
め
る
。 

３
　
防
止
措
置
（
第
三
条
） 

　
各
締
約
国
は
、
自
国
の
主
宰
者
に
対
し
、
環
境
上
の
緊
急
事
態
の
危
険
及
び
こ
れ
が
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
悪
影
響
を
削
減
す
る
た
め
の
合
理
的
な
防
止

措
置
を
と
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
。 

４
　
緊
急
時
計
画
（
第
四
条
） 

　
　
各
締
約
国
は
、
自
国
の
主
宰
者
に
対
し
、
次
の
こ
と
を
義
務
付
け
る
。 

　
南
極
の
環
境
又
は
こ
れ
に
依
存
し
及
び
関
連
す
る
生
態
系
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
事
件
に
対
応
す
る
た
め
の
緊
急
時
計
画
を
作
成
す
る
こ

(1)
と
。 

　
緊
急
時
計
画
の
作
成
及
び
実
施
に
つ
い
て
協
力
す
る
こ
と
。 

(2)
５
　
対
応
措
置
（
第
五
条
） 

　

　
各
締
約
国
は
、
自
国
の
主
宰
者
に
対
し
、
当
該
主
宰
者
の
活
動
か
ら
生
ず
る
環
境
上
の
緊
急
事
態
に
対
し
迅
速
か
つ
効
果
的
な
対
応
措
置
を
と
る
こ
と

(1)



五

発
効
に
向
け
た
他
の
南
極
条
約
協
議
国
の
対
応
を
促
す
た
め
、
同
会
議
ま
で
に
こ
の
附
属
書
の
締
結
の
目
途
を
立
て
る
必
要
が
あ
る
。 

 
 

５
　
我
が
国
が
行
う
適
用
の
除
外 

 
 
 
 

我
が
国
は
、
こ
の
附
属
書
に
つ
い
て
適
用
の
除
外
を
設
け
る
予
定
は
な
い
。 

二
　
附
属
書
Ⅵ
の
内
容 

 
 
 
 

こ
の
附
属
書
は
、
前
文
及
び
本
文
十
三
箇
条
か
ら
成
り
、
そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

１ 
 

適
用
範
囲
（
第
一
条
） 

 
 

こ
の
附
属
書
は
、
南
極
条
約
地
域
に
お
け
る
科
学
的
調
査
の
計
画
、
観
光
そ
の
他
政
府
及
び
非
政
府
の
全
て
の
活
動
で
あ
っ
て
、
南
極
条
約
の
規
定
に
従

い
事
前
の
通
告
を
必
要
と
す
る
も
の
（
関
連
す
る
後
方
支
援
活
動
を
含
む
。
）
に
関
す
る
南
極
条
約
地
域
に
お
け
る
環
境
上
の
緊
急
事
態
に
つ
い
て
適
用
す

る
。
こ
の
附
属
書
は
、
南
極
条
約
地
域
に
入
る
全
て
の
観
光
船
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

２
　
定
義
（
第
二
条
） 

　
　
「
環
境
上
の
緊
急
事
態
」
、
「
主
宰
者
」
、
「
対
応
措
置
」
等
の
定
義
を
定
め
る
。 

３
　
防
止
措
置
（
第
三
条
） 

　
各
締
約
国
は
、
自
国
の
主
宰
者
に
対
し
、
環
境
上
の
緊
急
事
態
の
危
険
及
び
こ
れ
が
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
悪
影
響
を
削
減
す
る
た
め
の
合
理
的
な
防
止

措
置
を
と
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
。 

４
　
緊
急
時
計
画
（
第
四
条
） 

　
　
各
締
約
国
は
、
自
国
の
主
宰
者
に
対
し
、
次
の
こ
と
を
義
務
付
け
る
。 

　
南
極
の
環
境
又
は
こ
れ
に
依
存
し
及
び
関
連
す
る
生
態
系
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
事
件
に
対
応
す
る
た
め
の
緊
急
時
計
画
を
作
成
す
る
こ

(1)
と
。 

　
緊
急
時
計
画
の
作
成
及
び
実
施
に
つ
い
て
協
力
す
る
こ
と
。 

(2)
５
　
対
応
措
置
（
第
五
条
） 

　

　
各
締
約
国
は
、
自
国
の
主
宰
者
に
対
し
、
当
該
主
宰
者
の
活
動
か
ら
生
ず
る
環
境
上
の
緊
急
事
態
に
対
し
迅
速
か
つ
効
果
的
な
対
応
措
置
を
と
る
こ
と

(1)
を
義
務
付
け
る
。 

　

　
主
宰
者
が
迅
速
か
つ
効
果
的
な
対
応
措
置
を
と
ら
な
い
場
合
に
は
、
当
該
主
宰
者
の
締
約
国
及
び
他
の
締
約
国
は
、
対
応
措
置
を
と
る
こ
と
が
奨
励
さ

(2)
れ
る
。 

６
　
責
任
（
第
六
条
） 

　

　
主
宰
者
は
、
自
己
の
活
動
か
ら
生
ず
る
環
境
上
の
緊
急
事
態
に
対
し
迅
速
か
つ
効
果
的
な
対
応
措
置
を
と
ら
な
い
場
合
に
は
、
締
約
国
が
と
る
対
応
措

(1)
置
の
費
用
を
当
該
締
約
国
に
対
し
、
支
払
う
責
任
を
負
う
。 

　

　
国
の
機
関
で
あ
る
主
宰
者
は
、
自
ら
迅
速
か
つ
効
果
的
な
対
応
措
置
を
と
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
と
ら
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
い
ず
れ
の
締
約
国
も

(2)
対
応
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
南
極
条
約
の
事
務
局
が
維
持
し
、
及
び
管
理
す
る
基
金
に
対
し
、
と
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
対
応
措
置
の
費
用
を

支
払
う
責
任
を
負
う
。 

　

　
国
の
機
関
で
な
い
主
宰
者
は
、
自
ら
迅
速
か
つ
効
果
的
な
対
応
措
置
を
と
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
と
ら
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
い
ず
れ
の
締
約
国
も

(3)
対
応
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
南
極
条
約
の
事
務
局
が
維
持
し
、
及
び
管
理
す
る
基
金
に
対
し
、
直
接
又
は
締
約
国
を
通
じ
て
、
と
ら
れ
る
べ
き

で
あ
っ
た
対
応
措
置
の
費
用
を
可
能
な
限
り
反
映
し
た
金
額
を
支
払
う
責
任
を
負
う
。 

７
　
訴
え
の
提
起
（
第
七
条
） 

 
 

　
対
応
措
置
を
と
っ
た
締
約
国
の
み
が
、
国
の
機
関
で
な
い
主
宰
者
に
対
し
、
責
任
に
つ
い
て
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
訴
え
は
、
当

(1)
該
主
宰
者
が
設
立
さ
れ
て
お
り
、
又
は
当
該
主
宰
者
の
主
た
る
営
業
所
若
し
く
は
常
居
所
が
存
在
す
る
一
の
締
約
国
の
裁
判
所
に
の
み
提
起
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

 
 

　
各
締
約
国
は
、
自
国
の
裁
判
所
が
訴
え
に
つ
い
て
の
必
要
な
管
轄
権
を
有
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
。 

(2)

 
 

　
他
の
締
約
国
が
対
応
措
置
を
と
っ
た
場
合
に
お
け
る
国
の
機
関
で
あ
る
主
宰
者
と
し
て
の
締
約
国
の
責
任
は
、
締
約
国
間
で
定
め
る
調
査
手
続
、
議
定

(3)
書
の
規
定
及
び
該
当
す
る
場
合
に
は
仲
裁
に
関
す
る
議
定
書
の
付
録
の
規
定
の
み
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
。 

　

　
い
ず
れ
の
締
約
国
も
対
応
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
場
合
に
お
け
る
国
の
機
関
で
あ
る
主
宰
者
と
し
て
の
締
約
国
の
責
任
は
、
協
議
国
会
議
に
よ
っ
て
の

(4)
み
決
定
さ
れ
る
。
問
題
が
解
決
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
締
約
国
間
で
定
め
る
調
査
手
続
、
議
定
書
の
規
定
及
び
該
当
す
る
場
合
に
は
仲
裁
に
関
す
る
議
定



六

書
の
付
録
の
規
定
の
み
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
。 

８
　
免
責
（
第
八
条
） 

　
　
主
宰
者
は
、
環
境
上
の
緊
急
事
態
が
次
の
事
項
に
よ
っ
て
生
じ
た
こ
と
を
証
明
す
る
場
合
に
は
、
責
任
を
負
わ
な
い
。 

　

　
人
命
又
は
人
の
安
全
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
作
為
又
は
不
作
為 

(1)
　
南
極
の
環
境
下
に
お
い
て
も
例
外
的
な
性
質
を
有
す
る
自
然
災
害
に
該
当
す
る
事
象 

(2)
　
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
行
為 

(3)
　
当
該
主
宰
者
の
活
動
に
対
す
る
交
戦
行
為 

(4)
９
　
責
任
の
限
度
額
（
第
九
条
） 

　
　
各
主
宰
者
が
環
境
上
の
緊
急
事
態
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
最
高
限
度
額
を
定
め
る
。 

　
国
の
責
任
（
第
十
条
） 

10　
　
締
約
国
は
、
こ
の
附
属
書
の
規
定
の
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
そ
の
権
限
の
範
囲
内
で
適
当
な
措
置
（
法
令
の
制
定
、
行
政
措
置
及
び
執
行
措
置
を
含

む
。
）
を
と
っ
た
限
り
に
お
い
て
、
主
宰
者
（
当
該
締
約
国
の
国
の
機
関
で
あ
る
主
宰
者
を
除
く
。
）
が
対
応
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
責

任
を
負
わ
な
い
。 

　
保
険
そ
の
他
の
金
銭
上
の
保
証
（
第
十
一
条
） 

11　
　
各
締
約
国
は
、
自
国
の
主
宰
者
が
適
切
な
保
険
そ
の
他
の
金
銭
上
の
保
証
（
銀
行
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
金
融
機
関
の
保
証
等
）
を
維
持
す
る
こ
と
を
義

務
付
け
る
。 

　
基
金
（
第
十
二
条
） 

12　
　
南
極
条
約
の
事
務
局
は
、
締
約
国
が
対
応
措
置
を
と
る
に
当
た
っ
て
要
す
る
合
理
的
か
つ
正
当
な
費
用
の
償
還
に
充
て
る
た
め
、
基
金
を
維
持
し
、
及
び

管
理
す
る
。 

　
改
正
又
は
修
正
（
第
十
三
条
） 

13

こ
の
附
属
書
の
改
正
又
は
修
正
の
た
め
の
手
続
に
つ
い
て
定
め
る
。 



七

書
の
付
録
の
規
定
の
み
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
。 

８
　
免
責
（
第
八
条
） 

　
　
主
宰
者
は
、
環
境
上
の
緊
急
事
態
が
次
の
事
項
に
よ
っ
て
生
じ
た
こ
と
を
証
明
す
る
場
合
に
は
、
責
任
を
負
わ
な
い
。 

　

　
人
命
又
は
人
の
安
全
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
作
為
又
は
不
作
為 

(1)
　
南
極
の
環
境
下
に
お
い
て
も
例
外
的
な
性
質
を
有
す
る
自
然
災
害
に
該
当
す
る
事
象 

(2)
　
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
行
為 

(3)
　
当
該
主
宰
者
の
活
動
に
対
す
る
交
戦
行
為 

(4)
９
　
責
任
の
限
度
額
（
第
九
条
） 

　
　
各
主
宰
者
が
環
境
上
の
緊
急
事
態
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
最
高
限
度
額
を
定
め
る
。 

　
国
の
責
任
（
第
十
条
） 

10　
　
締
約
国
は
、
こ
の
附
属
書
の
規
定
の
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
そ
の
権
限
の
範
囲
内
で
適
当
な
措
置
（
法
令
の
制
定
、
行
政
措
置
及
び
執
行
措
置
を
含

む
。
）
を
と
っ
た
限
り
に
お
い
て
、
主
宰
者
（
当
該
締
約
国
の
国
の
機
関
で
あ
る
主
宰
者
を
除
く
。
）
が
対
応
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
責

任
を
負
わ
な
い
。 

　
保
険
そ
の
他
の
金
銭
上
の
保
証
（
第
十
一
条
） 

11　
　
各
締
約
国
は
、
自
国
の
主
宰
者
が
適
切
な
保
険
そ
の
他
の
金
銭
上
の
保
証
（
銀
行
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
金
融
機
関
の
保
証
等
）
を
維
持
す
る
こ
と
を
義

務
付
け
る
。 

　
基
金
（
第
十
二
条
） 

12　
　
南
極
条
約
の
事
務
局
は
、
締
約
国
が
対
応
措
置
を
と
る
に
当
た
っ
て
要
す
る
合
理
的
か
つ
正
当
な
費
用
の
償
還
に
充
て
る
た
め
、
基
金
を
維
持
し
、
及
び

管
理
す
る
。 

　
改
正
又
は
修
正
（
第
十
三
条
） 

13

こ
の
附
属
書
の
改
正
又
は
修
正
の
た
め
の
手
続
に
つ
い
て
定
め
る
。 

三
　
附
属
書
Ⅵ
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置 

　
１
　
こ
の
附
属
書
の
実
施
の
た
め
に
、
南
極
地
域
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
改
正
を
必
要
と
す
る
。 

　
２
　
こ
の
附
属
書
の
締
結
に
よ
り
、
新
た
に
分
担
金
及
び
年
次
拠
出
金
を
支
払
う
義
務
は
生
じ
な
い
。 

 



八

（
参
　
考
） 

１
　
採
択
　
平
成
十
七
年
六
月
十
四
日
　
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
に
お
い
て
採
択 

２
　
効
力
発
生
　
令
和
八
年
二
月
一
日
現
在
　
未
発
効
（
採
択
の
日
の
時
点
で
南
極
条
約
協
議
国
で
あ
っ
た
二
十
八
箇
国
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
時
に
効
力
を
生
ず

る
。
） 

３
　
締
約
国
　
令
和
八
年
二
月
一
日
現
在
　
二
十
二
箇
国 

 
 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
チ
リ
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
チ
ェ
コ
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ

ン
ド
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ペ
ル
ー
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ロ
シ
ア
、
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
、
ス
ペ
イ
ン
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ト
ル
コ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
英
国
、
ウ
ル

グ
ア
イ
　 


